資料７　消費者庁が行った法執行・行政処分等
○資料７-１　消費者庁が行った主な法執行・行政処分等（年度別件数）
〈消費者安全法の規定に基づく注意喚起〉
	
	2016年度
	2017年度
	2018年度
	2019年度
	2020年度

	件　　数
	10
	10
	13
	15
	34


〈不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく消費者庁の措置命令〉
	
	2016年度
	2017年度
	2018年度
	2019年度
	2020年度

	件　　数
	27
	50
	46
	40
	33


〈不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく消費者庁の課徴金納付命令〉
	
	2016年度
	2017年度
	2018年度
	2019年度
	2020年度

	件　　数
	1
	19
	20
	17
	15


〈不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく消費者庁による課徴金納付命令に係る返金計画の認定・不認定〉
	
	2016年度
	2017年度
	2018年度
	2019年度
	2020年度

	件数（認定／不認定）
	2／1
	1／0
	0
	0
	1／0


〈特定商取引に関する法律の規定に基づく消費者庁等の業務停止命令等及び指示並びに業務禁止命令※1〉
	
	2016年度
	2017年度
	2018年度
	2019年度
	2020年度

	件　　数
	28
	32
	58
	89
	89


〈特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく消費者庁の業務停止命令及び措置命令〉
	
	2016年度
	2017年度
	2018年度
	2019年度
	2020年度

	件　　数
	4
	2
	0
	0
	0


〈特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の規定に基づく消費者庁の措置命令〉
	
	2016年度
	2017年度
	2018年度
	2019年度
	2020年度

	件　　数
	0
	2
	0
	0
	0


〈家庭用品品質表示法の規定に基づく消費者庁の指示〉
	
	2016年度
	2017年度
	2018年度
	2019年度
	2020年度

	件　　数
	35
	1
	11
	24
	7※２


〈食品表示法の規定に基づく消費者庁の指示・命令〉
	
	2016年度
	2017年度
	2018年度
	2019年度
	2020年度

	件　　数
	0
	0
	0
	1
	0


〈健康増進法の規定に基づく消費者庁の勧告〉
	
	2016年度
	2017年度
	2018年度
	2019年度
	2020年度

	件　　数
	0
	0
	0
	0
	0


※１　特定商取引法の規定に基づく消費者庁等の業務停止命令等及び指示並びに業務禁止命令については、地方経済産業局等による処分件数を含む。なお、業務禁止命令は、2016年の改正（2017年12月施行）により新設された。
※２　家庭用品品質表示法では、同法第４条第１項の規定に基づく指示に従わない場合に同条第３項の規定に基づいて公表することができるとされているが、2020年度に行った指示のうち、指示に従わなかった事業者がいなかったため、内容の概要等は掲載しない。
○資料７-２　消費者安全法の規定に基づく消費者への注意喚起（2020年度）
	実施時期
	件　名
	内　　容

	2020年
４月７日
（注意喚起）
	デジタルプラットフォーム事業者が提供するショッピングモールサイトにおける偽ブランド品の販売に関する注意喚起
	①通信販売業者13事業者（以下「本件13通信販売業者」という。）は、いずれも、デジタルプラットフォーム事業者が提供するショッピングモールサイト（そのURLがhttps://www.amazon.co.jpであるもの。以下「本件サイト」という。）において、その身元を隠して、偽ブランド品を、あたかも正規のブランド品であるかのように広告をすることによりそれぞれ販売していた（虚偽の広告）。
②また、本件13通信販売業者の出品アカウントが停止された後も、本件サイト上で、複数の出品アカウントによって、虚偽の広告による偽ブランド品の販売が行われていることや、本件13通信販売業者のうち複数の事業者が使用していた売上の振込先口座や販売商品の返送先等として使用されていた共通の住所は、本件13通信販売業者以外の多数の出品者・出店者によっても使用されていたことから、今後、本件サイトや別のデジタルプラットフォーム事業者が提供する大手ショッピングモールサイトにおいて、多数の出品者・出店者が、同様の手口で身元を隠して、虚偽の広告による偽ブランド品販売を繰り返し行う可能性が高いと認められた。

	2020年
４月30日
（注意喚起）
	「SENJU株式会社」と称する通信販売サイトを運営する事業者に関する注意喚起
	「SENJU株式会社」と称する通信販売サイトを装うウェブサイトを運営する事業者は、当該サイトを複数開設し、当該サイトにおいて、他の通信販売サイトと比して著しく安い価格で商品を販売する旨を表示していたが、当該サイトで商品を注文しても、商品が届かない又は全く異なる商品が届くのみであり、注文どおりの商品は届かないものであった（債務の履行拒否）。

	2020年
６月５日
（注意喚起）
	「あなたの土地を売ってくれませんか。」などと原野等の売却を持ちかけ、消費者に金銭などの被害をもたらす事業者に関する注意喚起
	富士建設株式会社は、消費者が所有する原野等の土地の売却を勧誘するとともに、当該土地を同社に売却する条件として、同社が所有し、購入者が決まっているとする別の土地を、後で必ず買い戻すので一旦消費者が購入する必要があると告げ、さらに、その土地を売却した際に返却するとして、土地の売買に必要な「諸経費」等の名目で、消費者に多額の金銭を支払わせていたが、実際には、同社が所有していた土地の購入を希望する買手は存在せず、その土地の売却に必要な「諸経費」等が発生するものではないため、約束の期限を過ぎても、消費者が一旦購入した土地が売却されることはなく、「諸経費」等の名目で支払った金銭も返還されないものであった（不実告知）。

	2020年
６月10日
（注意喚起）
	多額の支払遅延を発生させている一般社団法人全国育児介護福祉協議会に関する注意喚起
	一般社団法人全国育児介護福祉協議会は、「介護の時間サービス」と称するサービスを提供し、一定の条件の下、会員となった消費者が訪問介護サービスを利用した際の費用を介護サービス事業者へ支払い、また、会員から請求された健康祝金等を給付していたが、会員が「介護の時間サービス」を利用した際の費用の立替え分や会員から請求された健康祝金等の給付について、多額の支払遅延を生じさせていた（債務の履行遅延）。

	2020年
８月５日
（注意喚起）
	「商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい、高額な金銭を支払わせる株式会社コムに関する注意喚起
	株式会社コムは、「コム総合探偵事務所」と称する屋号を用いて、既に存在しないオリエント貿易株式会社（以下「オリエント貿易」という。）を介した商品先物取引で過去に損失を被った消費者に対し、勧誘時には、当該損失相当額をオリエント貿易に請求して支払わせることができるに足る事情は見当たらないにもかかわらず、あたかも、「調査委任契約」を締結して「調査費用」を支払いさえすれば、消費者が被った損失に相当する金銭と消費者が支払う「調査費用」に相当する金銭の支払を請求する裁判を起こすことができ、その訴訟を通じて、これらをオリエント貿易に支払わせることができるかのように告げていた（不実告知）。

	2020年
９月25日
（注意喚起）
	マンション管理会社の関係者を装い、マンション全体のインターネット接続サービスが切り替わるかのように告げて、インターネット接続サービスの契約をさせる事業者に関する注意喚起
	株式会社レイスペック及びSail Group株式会社は、「SoftBank Air」と称するインターネット接続サービス（以下「本件サービス」という。）の契約を勧誘するに当たり、あたかも、マンション全体のインターネット接続サービスが本件サービスに切り替わることから、その手続のためにマンションの管理会社の依頼で来訪したかのように告げていたが、実際には、当該２社が管理会社から本件サービスの勧誘について依頼を受けた事実も、マンション全体のインターネット接続サービスが本件サービスに切り替わることになったという事実もなかった（不実告知）。

	2020年
10月７日
（注意喚起）
	毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者２社に関する注意喚起
	株式会社セレブリック及び株式会社トヨマルは、LINEメッセージ及び販売用ウェブサイトにおいて、あたかも、9,800円を支払って「ミネルヴァ」と称するサービス（以下「ミネルヴァ」という。）の利用を開始しさえすれば、誰でも確実にお金を稼ぐことができるかのように表示していたが、実際には、9,800円を支払ってミネルヴァの利用を開始しても、「無在庫販売」で「せどり」を行うビジネス（以下「本件ビジネスという。）を成功させるために肝心な、大手通販サイトＡ（以下「Ａ」という。）への出品に適した売れる商品の情報等を得ることはできず、この情報等を得るためには有料オプションプランへの加入が必要とされるため、それだけで誰でも確実にお金を稼ぐことができるものではなかった（虚偽の広告・表示及び不実告知）。
また、当該２社は、電話で有料オプションプランへの加入を勧誘する際に、あたかも、当該プランに加入しさえすれば、Ａへの出品に適した売れる商品の情報等を得ることができ、誰でも近日中かつ確実に、高額な当該プランの料金を超える稼ぎを得ることができるかのように告げていたが、実際には、当該プランに加入しても、Ａへの出品に適した売れる商品の情報等を得ることはできず、さらに、Ａの規約では、本件ビジネスのような「無在庫販売」が禁止されており、Ａの運営事業者が「無在庫販売」を行っているアカウントを発見した場合には警告・アカウント停止の措置が採られるため、誰でも近日中かつ確実に高額な当該プランの料金を超える稼ぎを得ることができるものではなかった（不実告知）。

	2020年
10月21日
（注意喚起）
	実在の通信販売サイトをかたった偽サイト等に関する注意喚起
	「dyson」と称する公式の通信販売サイトの偽サイトを運営する事業者及び「LOWYA」と称する公式の通信販売サイトの偽サイトを運営する事業者は、それぞれ、公式サイトをかたった偽サイトを公開し、公式サイトの運営者の情報を記載して公式サイトの運営者になりすまし、これらの偽サイトが公式サイトであるかのように装って消費者を誤認させて商品を注文させた上、消費者が注文した商品を発送していなかった（消費者を欺く行為及び債務の履行拒否）。
また、「特価用品専門店」と称する偽の通信販売サイトを運営する事業者は、通信販売サイトであるかのような偽サイトを公開し、架空の運営者情報を記載し、当該サイトが通信販売サイトであるかのように装って消費者を誤認させて商品を注文させた上、消費者が注文した商品を発送していなかった（消費者を欺く行為及び債務の履行拒否）。

	2020年
12月１日
（注意喚起）
	株式会社RSが行う福利厚生サービスを掲載する会員専用サイトを利用させる役務の取引に関する注意喚起
	①株式会社アイエムエスジャパン（以下「アイエムエス」という。）は、個人事業主である佐藤彰芳（以下「佐藤」という。）と連携共同して、「BRIDGEファーストクラスＡ」と称する福利厚生サービスを掲載する「BRIDGE」と称するオンラインモールのうち会員専用部分（以下「ブリッジサイト」という。）を利用させる役務（以下「本件役務」という。）を有償で提供する事業を行うとともに、紹介料等を収受し得ることをもって、本件役務の提供をあっせんする者を誘引し、その者と本件役務の対価の支払を伴う本件役務の提供に係る取引（以下「本件連鎖販売取引」という。）を行っており、佐藤と連携共同して、一連の連鎖販売業（以下「本件連鎖販売業」という。）を行っているところ、次の行為をしていた。
・本件連鎖販売取引に係るアイエムエスの勧誘者は、本件連鎖販売取引に係る契約の解除を妨げるため、本件連鎖販売業に係る本件役務の提供のあっせんを店舗等によらないで行う個人に対し、ブリッジサイトを利用した後も、特定商取引法第37条第２項に規定する書面（契約書面）を受領した日から起算して20日以内であれば、クーリング・オフを行うことができるにもかかわらず、あたかもブリッジサイトを利用した後はクーリング・オフができなくなるかのように告げていた（不実告知）。
・アイエムエス及び佐藤は、本件連鎖販売業に係る本件役務の提供のあっせんを店舗等によらないで行う個人と本件連鎖販売取引に係る契約を締結した際に、契約の内容を明らかにする書面を交付していなかった（書面交付義務違反）。
②株式会社RS（以下「アールエス」という。）は、「プレミアムスタートプラン」又は「イージークラス会員」と称する、本件役務とほぼ同様の福利厚生サービスを掲載するオンラインモール（ショッピングサイト

	2020年
12月１日
（注意喚起）
	
	「market door」、求人サイト「work door」又はサービスサイト「value door」）のうち会員専用部分を利用させる役務を有償で提供するとともに、本件連鎖販売取引に係る規約と同様の規約を用いるなどして、本件連鎖販売取引と同様の連鎖販売取引を行う事業を行っていることなどから、アイエムエスによる前記①と同様の行為が今後アールエスにより繰り返し行われる可能性が高いと認められた。

	2020年
12月10日
（注意喚起）
	人気の家庭用テレビゲーム機等を販売しているかのように装う偽の通信販売サイトに関する注意喚起
	「PLUS」等と称する偽の通信販売サイト（以下「本件偽サイト」という。）を運営する事業者は、通信販売サイトであるかのような偽サイトを公開し、虚偽の運営者情報を記載し、本件偽サイトが通信販売サイトであるかのように装って消費者を誤認させて、「Nintendo Switch」と称する家庭用テレビゲーム機等の商品を注文させた上、消費者が注文した商品を発送していなかった（消費者を欺く行為及び債務の履行拒否）。

	2021年
２月４日
（注意喚起）
	株式会社エデュカルモチベーションズほか３事業者が行う学力診断テスト等の役務及び学習教材の訪問販売に関する注意喚起
	①株式会社U-werkホールディングス株式会社（以下「ユーウェルク」という。）及び株式会社ワンズウェイ（以下「ワンズウェイ」という。）は、「ニューレコード」と称する中学生向けの学習教材の売買契約並びに「検定診断」と称する学力診断テストの実施、同テストに関する成績表の作成及び同テスト結果の説明等の役務提供契約の勧誘に際し、長時間にわたり消費者宅に滞在し、勧誘の場に同席させた消費者の子を動揺させる言動をするなどして、消費者を、契約を締結するしかないという心境に追い込んで契約を締結させたり、契約を締結しない意思を表示した者に対し、繰り返し契約締結について勧誘をしていた（威迫して困惑させる行為、再勧誘及び迷惑勧誘）。
②ユーウェルクは、株式会社エデュカルモチベーションズ、株式会社Mind Rise、株式会社エフェクトプラン及び株式会社Shineプロ（以下「４事業者」という。）についても、ワンズウェイと同様に、各事業者の業務を指導監督し、各事業者の訪問販売事業を統率しており、また、ワンズウェイ及び4事業者の間では、訪問販売を行う担当地域等の入替えや社員の異動が度々行われていることから、ユーウェルク及びワンズウェイによる前記①と同様の行為が、今後４事業者によって繰り返し行われる可能性が高いと認められた。

	2021年
２月19日
（注意喚起）
	「Microsoft」のロゴを用いて信用させ、パソコンのセキュリティ対策のサポート料等と称して多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
	消費者がパソコンを操作している際に、突然、「Microsoft」のロゴを伴う「あなたのコンピュータにウイルスが見つかりました。」、「当社に今すぐ電話してください。」などの偽警告を「Microsoft」又はその関係者が発しているかのように表示する事業者は、パソコンの危険な状態を修復等するためには、その場で同事業者とサポート契約を締結することが必要であって、当該契約に基づき同事業者が修復及びセキュリティ対策の措置を講じるかのように告げて、消費者にその旨信用させるが、実際には、当該偽警告が表示された時点において、消費者のパソコンがすぐに対応しないと危険な状態にあったと認められる事情は見当たらず、そのため、その場で当該契約を締結することが必要であったとは認められないものであった。また、同事業者が、サポート契約に基づく措置を講じた事実は確認されておらず、そもそも、同事業者には当初から当該契約を履行するつもりはなかったものと認められるものであった。さらに、同事業者は、日本マイクロソフト株式会社やその関連会社とは全く無関係であった（消費者を欺く行為）。

	2021年
３月１日
（注意喚起）
	虚偽・誇大なアフィリエイト広告に関する注意喚起
	①株式会社Libeiroは、「エゴイプセビライズ」と称する化粧品を通信販売の方法により販売するに当たり、アフィリエイト広告において、あたかも、当該商品を使用すれば３日から１週間程度で肌のシミが確実に消えるかのように表示していたが、実際には、当該商品には肌のシミをかかる短期間で確実に解消する効果はないものであった（虚偽・誇大な広告・表示）。
また、同社は、アフィリエイト広告において、当該商品を使用したことにより１週間以内に肌のシワが解消したという内容の体験談を表示していたが、実際には、当該体験談は架空のものであり、さらに、あたかも、特定の１日に限り、通常価格9,800円の当該商品が2,980円で購入できるかのように表示していたが、実際には、当該商品はこの日以降も2,980円で販売されているものであった（虚偽・誇大な広告・表示）。
②株式会社シズカニューヨークは、「シズカゲル」と称する医薬部外品を通信販売の方法により販売するに当たり、アフィリエイト広告において、

	2021年
３月１日
（注意喚起）
	
	あたかも、当該商品を使用すれば３日程度で肌のシミが確実に消えるかのように表示していたが、実際には、当該商品には肌のシミをかかる短期間で確実に解消する効果はないものであった（虚偽・誇大な広告・表示）。
また、同社は、アフィリエイト広告において、当該商品を使用したことにより短期間で肌のシミが解消したという内容の体験談を表示していたが、実際には、当該体験談は架空のものであり、さらに、あたかも、当該商品は期間限定で販売されるものであり、在庫が僅少であって売り切れた場合には長期間購入できなくなるかのように表示していたが、実際には、当該商品は期限後も販売されており、在庫も僅少にはなってはいなかった（虚偽・誇大な広告・表示）。


○資料７-３　不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく消費者庁の措置命令（2020年度）
	実施時期
	件　　　名

	2020年
５月19日
	株式会社メイフラワーに対する件（ハンドジェルのアルコール配合割合に関する不当表示（優良誤認表示））

	６月24日
	株式会社サンドラッグに対する件（医薬品、食品等の販売価格に関する不当な二重価格表示（有利誤認表示））

	６月26日
	有限会社ファミリア薬品に対する件（石鹸のシミを消す又は薄くする効果に関する不当表示（優良誤認表示））

	８月28日
	株式会社東亜産業に対する件（携帯型の空間除菌用品の効果に関する不当表示（優良誤認表示））


	12月９日
	次亜塩素酸水の販売事業者６名に対する件（次亜塩素酸水の有効塩素濃度に関する不当表示（優良誤認表示））

	12月９日
	株式会社マグファインに対する件（アルコールスプレーのアルコール濃度に関する不当表示（優良誤認表示））

	12月18日
	株式会社TBSグロウディアに対する件（EMS機器の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

	12月22日
	Salute.Lab株式会社に対する件（携帯型の空間除菌用品の効果に関する不当表示（優良誤認表示））

	2021年
１月15日
	萬祥株式会社に対する件（携帯型の空気清浄用品の効果に関する不当表示（優良誤認表示））

	１月15日
	株式会社Nature Linkに対する件（携帯型の空間除菌用品の効果に関する不当表示（優良誤認表示））

	３月３日
	株式会社T.Sコーポレーションに対する件（育毛剤の発毛効果に関する不当表示（優良誤認表示））

	３月４日
	亜塩素酸による除菌効果又は空間除菌を標ぼうするスプレーの販売事業者３社に対する件（亜塩素酸水の除菌効果に関する不当表示（優良誤認表示））

	３月９日
	マクロフューチャー株式会社に対する件（食品の免疫力向上、疾病の治療効果等に関する不当表示（優良誤認表示））

	３月10日、
11日
	次亜塩素酸水の販売事業者３社に対する件（次亜塩素酸水の有効塩素濃度及び除菌効果に関する不当表示（優良誤認表示））

	３月18日
	株式会社レッドスパイスに対する件（携帯型の空間除菌用品の効果に関する不当表示（優良誤認表示））

	３月23日
	ティーライフ株式会社に対する件（食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

	３月24日
	株式会社晋遊舎に対する件（懸賞付きパズル雑誌における懸賞企画の賞品等の提供に関する不当表示及び懸賞付きパズル雑誌における景品類提供企画の景品類の提供に関する不当表示（優良誤認表示及び有利誤認表示））

	３月29日、
30日
	水素水生成器の販売・レンタルサービスの提供事業者４社に対する件（水素水生成器の表示に関する不当表示（優良誤認表示））

	３月30日
	高知県農業協同組合に対する件（玄米及び精米の原料に関する不当表示（優良誤認表示））

	３月31日
	株式会社GSDに対する件（マイナスイオン発生器の効果に関する不当表示（優良誤認表示））


○資料７-４　不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく消費者庁の課徴金納付命令（2020年度）
	実施時期
	件　　　名

	2020年
６月12日
	有限会社鹿北製油に対する件（ごま製品及び食用油に関する不当表示（優良誤認表示））

	６月19日
	DR.C医薬株式会社に対する件（花粉用マスクに関する不当表示（優良誤認表示））

	６月24日
	フィリップ・モリス・ジャパン合同会社に対する件（加熱式たばこに関する不当表示（有利誤認表示））

	７月31日
	玉川衛材株式会社に対する件（花粉用マスクに関する不当表示（優良誤認表示））

	10月23日
	株式会社トラストに対する件（下着（ガードル）の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

	10月23日
	株式会社トラストに対する件（下着（ソックス）の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

	10月23日
	株式会社TOLUTOに対する件（ダイエットサプリの痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

	12月16日
	株式会社ダッドウェイに対する件（抱っこひもの身体にかかる負担に関する不当表示（優良誤認表示））

	12月16日
	大和ハウス工業株式会社に対する件（公衆浴場において供給する浴場利用に関する不当表示（優良誤認表示））

	12月16日
	株式会社オンテックスに対する件（公衆浴場において供給する浴場利用に関する不当表示（優良誤認表示））

	12月23日
	株式会社ジャパネットたかたに対する件（エアコン及びテレビの販売価格に関する不当な二重価格表示（有利誤認表示））

	12月23日
	株式会社ゼネラルリンクに対する件（食品の妊娠効果に関する不当表示（優良誤認表示））

	2021年
１月28日
	株式会社ECホールディングスに対する件（食品の白髪を黒髪にする効果に関する不当表示（優良誤認表示））

	２月３日
	株式会社だいにち堂に対する件（健康食品の目の症状改善効果に関する不当表示（優良誤認表示））

	３月29日
	アワ・パーム・カンパニー・リミテッドに対する件（オンラインゲーム内のガチャに関する不当表示（有利誤認表示））


○資料７-５　不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく消費者庁による課徴金納付命令に係る返金計画の認定（2020年度）
	事業者名
	対象商品・役務
	返金実施期間

	株式会社モイスト
	雑穀麹の生酵素
	2020年４月１日～同年７月31日


○資料７-６　特定商取引に関する法律の規定に基づく消費者庁等の業務停止命令等及び指示並びに業務禁止命令（2020年度）
	実施時期
	件　　　名

	2020年
４月７日
	通信販売業者CHIAI BINGの店舗名を用いて販売していた事業者に対する業務停止命令及び指示（「GOYARD ゴヤール トートバッグ レザーバッグ レディース 防水 大容量 通学 通勤バッグ 両面使える 本革［並行輸入品］」と称するトートバッグの通信販売に係る広告の表示義務違反（住所、電話番号）、誇大広告等（虚偽表示））

	４月７日
	通信販売業者DSfweqの店舗名を用いて販売していた事業者に対する業務停止命令及び指示（「GOYARD（ゴヤール）クラッチバッグ レディース メンズ セナ POCHETTE SENAT MMグリス［並行輸入品］」と称するクラッチバッグの通信販売に係る広告の表示義務違反（住所、電話番号）、誇大広告等（虚偽表示））

	４月７日
	通信販売業者MIYAネットの店舗名を用いて販売していた事業者に対する業務停止命令及び指示（「（LOUIS VUITTON）ルイヴィトン 財布 長財布 レディース 二つ折り ポルトフォイユ フロール モノグラム フューシャM64585［並行輸入品］」と称する財布の通信販売に係る広告の表示義務違反（住所、電話番号）、誇大広告等（虚偽表示））

	４月７日
	通信販売業者MEDSストアの店舗名を用いて販売していた事業者に対する業務停止命令及び指示（「HERMES（エルメス） 長財布 コンスタンス ロング Constance Long クラッチバッグ ロングウォレット［並行輸入品］」と称する財布の通信販売に係る広告の表示義務違反（住所）、誇大広告等（虚偽表示））

	４月７日
	通信販売業者松田商の販売業者名を用いて販売していた事業者に対する業務停止命令及び指示（「Buuook クリスチャン ルブタンChristian Louboutin ミックススタッズラウンドファスナー長財布 レディース［並行輸入品］（Color：Black）」と称する財布の通信販売に係る広告の表示義務違反（住所、電話番号）、誇大広告等（虚偽表示））

	４月７日
	通信販売業者BURM FASHIONの店舗名を用いて販売していた事業者に対する業務停止命令及び指示（「（ルイヴィトン）LOUIS VUITTON 長財布N63503 ラウンドファスナー ジッピー ウォレット ダミエ アズール/ローズ バレリーヌ」と称する財布の通信販売に係る広告の表示義務違反（住所、電話番号）、誇大広告等（虚偽表示））

	４月７日
	通信販売業者County storeの店舗名を用いて販売していた事業者に対する業務停止命令及び指示（「LV レディース長財布 ダミエ ラウンドファスナー財布 ヴィトン ウォレット」と称する財布の通信販売に係る広告の表示義務違反（住所）、誇大広告等（虚偽表示））

	４月７日
	通信販売業者olkdaflsの店舗名を用いて販売していた事業者に対する業務停止命令及び指示（「LOUIS VUITTON 二つ折り長財布 PVC レザー カード収納 ロングウォレット カッコいい さいふ M58415」と称する財布の通信販売に係る広告の表示義務違反（住所、電話番号）、誇大広告等（虚偽表示））

	４月７日
	通信販売業者メンズVIPの店舗名を用いて販売していた事業者に対する業務停止命令及び指示（「Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッド財布 長財布［並行輸入品］（55310，BLACK）」と称する財布の通信販売に係る誇大広告等（虚偽表示））

	４月７日
	通信販売業者谷井の店舗名を用いて販売していた事業者に対する業務停止命令及び指示（「Vivienne Westwood ヴィヴィアン ウエストウッド 財布 レディース ブランド人気［並行輸入品］（55338，BLACK）」と称する財布の通信販売に係る広告の表示義務違反（住所）、誇大広告等（虚偽表示））

	４月７日
	通信販売業者Gwen_dolynの店舗名を用いて販売していた事業者に対する業務停止命令及び指示（「ヴィヴィアンウエストウッド 長財布Vivienne Westwood 財布 レディース 長財布 小銭入れ Vivienne 財布 長財布小銭入れ 便利 （ワインレッド）［並行輸入品］」と称する財布の通信販売に係る広告の表示義務違反（住所、電話番号）、誇大広告等（虚偽表示））

	４月７日
	通信販売業者shinemuyの店舗名を用いて販売していた事業者に対する業務停止命令及び指示（「Vivienne Westwood ヴィヴィアン ウエストウッド 財布 長財布 サイフ レザー本革 札入れ カード オーブ レディースメンズ 二つ折り［並行輸入品］」と称する財布の通信販売に係る広告の表示義務違反（住所、電話番号）、誇大広告等（虚偽表示））

	４月７日
	通信販売業者JYUNKOの店舗名を用いて販売していた事業者に対する業務停止命令及び指示（「ヴィヴィアンウエストウッド VivienneWestwood 財布 二つ折り レディース 人気 おしゃれ ファスナー 小銭入れ（ゴルダン）［並行輸入品］」と称する財布の通信販売に係る広告の表示義務違反（住所、電話番号）、誇大広告等（虚偽表示））

	４月27日
	電話勧誘販売業者株式会社イーエムアイに対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の代表取締役等に対する業務禁止命令（電気の小売供給役務を提供する電話勧誘販売に係る氏名等の明示義務違反、書面の交付義務違反（記載不備）、役務の対価についての事実不告知、役務提供契約の解除に関する事項についての事実不告知）

	５月29日
	連鎖販売業者株式会社dorogubaに対する取引等停止命令及び指示並びに当該業者の代表取締役等に対する業務禁止命令（「PARADOX」と称する英会話教材の連鎖販売取引に係る氏名等の明示義務違反、公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘、書面の交付義務違反（不交付）、断定的判断の提供）

	７月14日
	訪問販売業者ガッコウプラス株式会社に対する指示（コミュニケーション能力等の向上を目的とするセミナー等の社会人向け教育サービスを提供する訪問販売に係る氏名等の明示義務違反、書面の交付義務違反（記載不備））

	７月30日
	訪問販売業者株式会社ティーアールエスに対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の代表取締役等に対する業務禁止命令（寝具の訪問販売に係る氏名等の明示義務違反、迷惑勧誘）

	８月６日
	通信販売業者株式会社wonderに対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者に対する業務禁止命令（「麹まるごと贅沢青汁」と称する健康食品の通信販売に係る顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為）

	11月19日
	連鎖販売業者ARIIX Japan合同会社に対する取引等停止命令及び指示並びに当該業者の業務執行社員の職務執行者に対する業務禁止命令（「ニュートリファイ」等と称する栄養補助食品、「ジョヴェイ」等と称する化粧品、「ピュリティ」と称する空気清浄機等の一連の自社商品の連鎖販売取引に係る氏名等の明示義務違反、書面の交付義務違反（不交付）、迷惑勧誘）

	11月30日
	訪問販売業者及び連鎖販売業者株式会社アイエムエスジャパンに対する業務停止命令、取引等停止命令及び指示並びに当該業者の停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者に対する業務禁止命令（「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員の専用部分を利用させる役務を提供する訪問販売に係る氏名等の明示義務違反、書面の交付義務違反（不交付）、契約の解除に関する事項についての不実告知及び連鎖販売取引に係る氏名等の明示義務違反、契約の解除に関する事項についての不実告知、書面の交付義務違反（不交付））

	11月30日
	訪問販売業者及び連鎖販売業者佐藤彰芳に対する業務停止命令、取引等停止命令及び指示並びに同人に対する業務禁止命令（「BRIDGEファーストクラスA」と称する福利厚生サービスを掲載するオンラインモールである「BRIDGE」のうち会員の専用部分を利用させる役務を提供する訪問販売に係る氏名等の明示義務違反、書面の交付義務違反（不交付）、契約の解除に関する事項についての不実告知及び連鎖販売取引に係る氏名等の明示義務違反、契約の解除に関する事項についての不実告知、書面の交付義務違反（不交付））

	12月９日
	電話勧誘販売業者株式会社大名製薬所に対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の取締役に対する業務禁止命令（「慶（お試し品）」又は「ケイ麗（お試し品）」と称する健康食品の電話勧誘販売に係る氏名等の明示義務違反、再勧誘、商品の性能についての不実告知、商品の販売価格についての不実告知）

	12月17日
	通信販売業者株式会社Kanaelに対する業務停止命令及び指示（「True up（トゥルーアップ）」と称する健康食品の通信販売に係る顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為）

	2021年
１月13日
	通信販売業者株式会社Super Beauty Laboに対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者に対する業務禁止命令（「binaris」と称する健康食品の通信販売に係る顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為）

	２月１日
	訪問販売業者及び連鎖販売業者株式会社Signに対する業務停止命令、取引等停止命令及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令（「Match-e」と称するバイナリーオプション取引を対象とした学習用プログラミングツールが内蔵されたUSBメモリ及び「keylock」と称する当該ツールを稼働させるためのUSBメモリ並びに「Core system」と称するFX（外国為替証拠金取引）を対象とした学習用プログラミングツールが内蔵されたUSBメモリの訪問販売に係る氏名等の明示義務違反、適合性原則違反、売買契約の相手方に支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為及び連鎖販売取引に係る氏名等の明示義務違反、契約の解除に関する事項についての不実告知、適合性原則違反、連鎖販売取引についての契約の相手方に支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為、書面の交付義務違反（不交付、記載不備、虚偽記載））

	２月１日
	訪問販売業者株式会社DEANに対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令（「Elemental2.0」と称するバイナリーオプション取引を対象とした学習用プログラミングツールが内蔵されたUSBメモリ及び「Seculock」と称する当該ツールを稼働させるためのUSBメモリの訪問販売に係る氏名等の明示義務違反、適合性原則違反、売買契約の相手方に支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為）

	２月３日
	訪問販売業者株式会社ワンズウェイに対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令（「ニューレコード」と称する中学生向けの学習教材並びに「検定診断」と称する学力診断テストの実施、同テストに関する成績表の作成及び同テスト結果の説明等の役務を提供する訪問販売に係る氏名等の明示義務違反、再勧誘、書面の交付義務違反（記載不備）、訪問販売に係る売買契約を締結させるため人を威迫して困惑させる行為、迷惑勧誘）

	２月３日
	訪問販売業者U-werkホールディングス株式会社に対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令（「ニューレコード」と称する中学生向けの学習教材並びに「検定診断」と称する学力診断テストの実施、同テストに関する成績表の作成及び同テスト結果の説明等の役務を提供する訪問販売に係る氏名等の明示義務違反、再勧誘、書面の交付義務違反（記載不備）、訪問販売に係る売買契約を締結させるため人を威迫して困惑させる行為、迷惑勧誘）

	３月20日
	訪問販売業者VISION株式会社に対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者等に対する業務禁止命令（「CCPシステム」と称する、アプリケーションが読み込まれたとされる「ライセンスパック」と称するUSBメモリを、これを購入した相手方から賃借した上で、これに読み込まれたアプリケーションを第三者の利用に供する事業に供し、かかる事業により得られた収益から賃借料を支払うとされる役務を提供する訪問販売に係る役務の内容についての不実告知、役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについての不実告知）　※業務禁止命令は３月21日

	３月21日
	訪問販売業者株式会社レセプションに対する業務停止命令（「CCPシステム」と称する、アプリケーションが読み込まれたとされる「ライセンスパック」と称するUSBメモリを、これを購入した相手方から賃借した上で、これに読み込まれたアプリケーションを第三者の利用に供する事業に供し、かかる事業により得られた収益から賃借料を支払うとされる役務を提供する訪問販売に係る役務の内容についての不実告知、役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについての不実告知）

	３月23日
	訪問購入業者株式会社APCに対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令（ブランド品、アクセサリー、貴金属等の訪問購入に係る勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、再勧誘、書面の交付義務違反（記載不備）、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反）


（備考）　特定商取引法の規定に基づく消費者庁等の業務停止命令等及び指示並びに業務禁止命令については、地方経済産業局等による処分を含む。
○資料７-７　特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく消費者庁の業務停止命令及び措置命令（2020年度）
	実施時期
	件　　　名

	
	該当なし


○資料７-８　特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の規定に基づく消費者庁の措置命令（2020年度）
	実施時期
	件　　　名

	
	該当なし


○資料７-９　食品表示法の規定に基づく消費者庁の指示・命令（2020年度）
	実施時期
	件　　　名

	
	該当なし


○資料７-10　健康増進法に基づく消費者庁の勧告（2020年度）
	実施時期
	件　　　名

	
	該当なし


○資料７-11　消費者庁から関係機関等へ対応要求等を行ったもの（2020年度）（消費者安全法等の規定に基づくものを除く。）
	実施時期
	件　名
	内　　容

	2020年
４月10日
	新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について
	新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に伴う原材料の供給停滞を受けた食品表示法に基づく食品表示基準（アレルギー表示や消費期限等を除く。）の弾力的運用について、農林水産省及び厚生労働省と連名で関係機関に通知。

	４月10日
	新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の運用について
	新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の取扱いの特例について、地方公共団体に通知。

	４月10日
	新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた米トレーサビリティ法の弾力的運用について
	新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に伴う原材料の供給停滞を受けた米トレーサビリティ法（容器又は包装への表示により、産地情報の伝達を行っている商品に限る。）の弾力的運用について、農林水産省と連名で関係機関に通知。

	５月21日
	食品表示の適正化に向けた取組について（夏期一斉取締り）
	食品衛生の監視指導の強化が求められる夏期における食品表示の適正化に向けた取組において、都道府県等に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、本年度においては都道府県等食品衛生監視指導計画等に基づく通常監視における実施可能な範囲で、食品等の表示について点検し、食品表示基準に定める表示事項の遵守及び食品衛生法第20条に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告の禁止に関する監視指導に努めるよう通知。

	６月５日
	新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する改善要請等について
	インターネットにおける新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品等のウイルス予防商品の虚偽・誇大表示のおそれのある文言を含む表示をしていた事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、ショッピングモール運営事業者へも協力を要請。（2020年４月１日～2020年５月22日：改善要請38件（事業者35件））

	６月17日
	小売電気事業者に対する特定商取引に関する法律及び関係法令に係る重点的な点検の要請について
	小売電気事業者に対して、特定商取引法で義務付けられている事項の遵守を、改めてより強く徹底するとともに、自社だけでなく、委託先の事業者や関係会社等も含め、特定商取引法及び関係法令の各規定の遵守について重点的な点検を行い、コンプライアンス体制の一層の確立を図るよう要請。

	６月26日
	トランス脂肪酸の情報開示に係る周知・普及について
	トランス脂肪酸を含む食品を製造する事業者において、当該食品中のトランス脂肪酸の含有量を把握し、情報提供等に努める旨を関係団体宛に通知。

	７月７日
	令和２年７月３日からの大雨を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について
	災害救助法の適用を受けた被災地における食品表示基準の弾力的な運用（アレルギー表示及び消費期限を除く。）について、農林水産省及び厚生労働省と連名で関係機関に通知。

	７月７日
	令和２年７月３日からの大雨を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の運用について
	令和２年７月３日からの大雨を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の取扱いの特例について、地方公共団体に通知。

	７月31日
	インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について
	インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示のおそれのある文言を含む表示をしていた事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、ショッピングモール運営事業者へも協力を要請。（2020年４月～2020年６月：改善要請107件（事業者93件））

	10月19日
	食品表示の適正化に向けた取組について（年末一斉取締り）
	食品衛生の監視指導の強化が求められる年末における食品表示の適正化に向けた取組において、都道府県等に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、本年度においては都道府県等食品衛生監視指導計画等に基づく通常監視における実施可能な範囲で、食品等の表示について点検し、食品表示基準に定める表示事項の遵守及び食品衛生法第20条に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告の禁止に関する監視指導に努めるとともに、食品関連事業者等に対する食品表示の適正化に向けた継続的な周知啓発を行うための体制の整備を行うよう通知。

	10月23日
	令和２年７月３日からの大雨を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用の終了について
	災害救助法の適用を受けた被災地への食品の円滑な供給を図るために実施していた食品表示基準の弾力的な運用について、令和２年11月23日をもって終了する旨を、農林水産省及び厚生労働省と連名で関係機関に通知。

	10月23日
	令和２年７月３日からの大雨を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の運用に係る通知の取扱いについて
	令和２年７月３日からの大雨を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の取扱いの特例について、令和２年10月23日をもって廃止する旨を、地方公共団体に通知。

	11月５日
	インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について
	インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示のおそれのある文言を含む表示をしていた事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、ショッピングモール運営事業者へも協力を要請。（2020年７月～2020年９月：改善要請113件（事業者112件））

	2021年
２月19日
	新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する改善要請等について
	インターネットにおける新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品等のウイルス予防商品の虚偽・誇大表示のおそれのある文言を含む表示をしていた事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、ショッピングモール運営事業者へも協力を要請。（改善要請42件（事業者45件））

	３月５日
	インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について
	インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示のおそれのある文言を含む表示をしていた事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、ショッピングモール運営事業者へも協力を要請。（2020年10月～2020年12月：改善要請152件（事業者150件））


○資料７-12　消費者安全法の規定に基づく消費者安全調査委員会の報告書等（2020年度）
	公表時期
	件　　　名

	2020年
６月19日
	水上設置遊具による溺水事故（報告書・意見）

	８月25日
	自動ドアによる事故（経過報告）

	12月25日
	幼児同乗中の電動アシスト自転車の事故（報告書・意見）

	2021年
２月18日
	学校の施設又は物品により発生した事故等（経過報告）

	２月18日
	機械式立体駐車場で発生した事故（意見）


